
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
三
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
就
業
規
則
（
平
成
十
六
年
達
示
第
七
十
号
。
以
下
「
就
業
規
則
」
と
い
う

）
第
二
条
第
四
項
第
二

。

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い
う

）
に
雇
用
さ
れ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
労
働
条
件
、
服
務
そ
の
他
就
業
に
関
す
る

。

事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
時
間
雇
用
教
職
員
と
は
、
期
間
を
定
め
た
労
働
契
約
に
よ
り
雇
用
す
る
教
職
員
の
う
ち
、
一
週
間
の
所
定
の
勤
務
時
間
が
就
業
規

則
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
の
そ
れ
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
者
で
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
職
名
欄
に
定
め
る
者
を
い
う
。

２

こ
の
規
則
に
お
い
て
教
職
員
と
は
、
就
業
規
則
第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
適
用
を
受
け
な
い
者
を
い
う
。

（
資
格
等
）

第
三
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
資
格
、
職
務
内
容
、
雇
用
年
齢
上
限
及
び
そ
の
他
の
事
項
は
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
職
名
ご
と
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
契
約
期
間
及
び
更
新
）

第
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
契
約
期
間
は
、
一
の
事
業
年
度
以
内
と
す
る
。

２

契
約
期
間
は
こ
れ
を
更
新
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
時
間
雇
用
教
職
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
期
間
が
、
通
算
五
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

、

、

、

。

３

前
項
の
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
そ
の
他
の
事
項
欄
に
お
い
て

特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
は

こ
の
限
り
で
な
い

４

契
約
期
間
の
満
了
後
に
お
い
て
当
該
労
働
契
約
を
更
新
す
る
こ
と
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
労
働
契
約
の
締
結
時
に
更
新
の
可
能
性
及
び
判
断
基
準
を
通
知

す
る
も
の
と
す
る
。

５

別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
の
雇
用
年
齢
上
限
欄
に
定
め
る
年
齢
（
大
学
が
特
に
認
め
た
場
合
に
定
め
る
年
齢
を
含
む

）
に
達
し
た
時
間
雇
用

。

教
職
員
の
契
約
の
更
新
は
、
当
該
年
齢
に
達
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
に
限
り
行
い
、
翌
事
業
年
度
以
降
は
、
契
約
を
更
新
し
な
い
。

（
法
令
と
の
関
係
）

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
の
な
い
就
業
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
労
基
法
」
と
い
う

）
そ

。

の
他
の
関
係
法
令
及
び
諸
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

大
学
は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
で
、
こ
の
規
則
と
異
な
る
就
業
に
関
す
る
条
件
を
時
間
雇
用
教
職
員
と
の
間
で
合
意
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、

大
学
は
必
ず
書
面
に
よ
り
合
意
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
、
書
面
に
よ
る
確
認
の
な
い
場
合
は
、
大
学
を
一
切
拘
束
し
な
い
。

（
遵
守
義
務
）

第
六
条

大
学
及
び
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
こ
の
規
則
を
誠
実
に
遵
守
し
、
そ
の
実
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

任
免

第
一
節

採
用

（
採
用
）

第
七
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
採
用
は
、
選
考
に
よ
り
行
う
。

（
採
用
時
の
提
出
書
類
）

第
八
条

時
間
雇
用
教
職
員
と
し
て
新
た
に
採
用
さ
れ
た
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
速
や
か
に
大
学
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

履
歴
書

二

住
民
票
記
載
事
項
証
明
書

三

そ
の
他
大
学
が
必
要
と
認
め
る
書
類



２

前
項
の
提
出
書
類
の
記
載
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
速
や
か
に
、
文
書
を
も
っ
て
大
学
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
条
件
の
明
示
）

第
九
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
採
用
に
当
た
っ
て
は
、
採
用
予
定
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
す
る
。

一

給
与
に
関
す
る
事
項

二

就
業
の
場
所
及
び
従
事
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

三

契
約
期
間
及
び
更
新
に
関
す
る
事
項

四

始
業
及
び
終
業
の
時
刻
、
所
定
の
勤
務
時
間
（
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
よ
る
勤
務
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
を
超
え
る
労
働
の
有
無
、

。

休
憩
時
間
、
休
日
並
び
に
休
暇
に
関
す
る
事
項

五

退
職
に
関
す
る
事
項
（
解
雇
の
事
由
を
含
む

）
。

六

安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項

七

職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項

八

災
害
補
償
及
び
業
務
外
の
傷
病
扶
助
に
関
す
る
事
項

九

表
彰
及
び
懲
戒
に
関
す
る
事
項

２

明
示
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
文
書
を
交
付
し
て
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
口
頭
で
行
う
。

（
採
用
の
取
消
）

第
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
採
用
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

一

第
八
条
の
提
出
書
類
に
不
実
記
載
が
あ
っ
た
場
合

二

採
用
面
接
に
当
た
り
虚
偽
の
陳
述
が
な
さ
れ
た
場
合

三

採
用
に
必
要
な
資
格
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
場
合

四

そ
の
他
採
用
で
き
な
い
事
情
が
生
じ
た
場
合

第
二
節

配
置
換

（
配
置
換
）

第
十
一
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
業
務
上
の
都
合
に
よ
り
配
置
換
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
配
置
換
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
節

退
職
及
び
解
雇

（
退
職
）

第
十
二
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
退
職
と
し
、
時
間
雇
用
教
職
員
と
し
て
の
身
分
を
失
う
。

一

契
約
期
間
が
満
了
し
た
と
き
（
契
約
を
更
新
す
る
場
合
を
除
く

。
。
）

二

退
職
を
申
し
出
て
大
学
か
ら
承
認
さ
れ
た
と
き
。

三

死
亡
し
た
と
き
。

（
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
退
職
）

第
十
三
条

一
年
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
時
間
雇
用
教
職
員
に
つ
い
て
、
契
約
期
間
満
了
後
に
更
新
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
契
約
期
間
満
了
日
の
三
十
日

前
ま
で
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
契
約
期
間
満
了
後
に
更
新
を
行
わ
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
時
間
雇
用
教
職
員
が
契
約
を
更
新
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
自
己
都
合
に
よ
る
退
職
手
続
）

第
十
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
自
己
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
退
職
を
予
定
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
、
文
書
を
も
っ
て
申
し
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
退
職
を
申
し
出
て
も
、
退
職
す
る
ま
で
は
、
従
来
の
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
解
雇
）



第
十
五
条

時
間
雇
用
教
職
員
が
禁
錮
以
上
の
刑
（
執
行
猶
予
が
付
さ
れ
た
場
合
を
除
く

）
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
解
雇
す
る
。

。

２

時
間
雇
用
教
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
務
遂
行
に
必
要
な
資
格
を
喪
失
し
た
場
合

二

勤
務
実
績
不
良
あ
る
い
は
能
力
不
足
が
著
し
く
、
改
善
の
見
込
み
が
な
い
場
合

三

協
調
性
を
欠
き
、
集
団
的
な
職
務
遂
行
に
支
障
を
生
じ
る
場
合

四

第
十
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
事
実
が
判
明
し
た
場
合

五

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
遂
行
に
堪
え
な
い
場
合

六

事
業
の
縮
小
又
は
完
了
な
ど
に
よ
り
時
間
雇
用
教
職
員
の
解
雇
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
場
合

七

そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
時
間
雇
用
教
職
員
の
解
雇
が
や
む
を
得
な
い
場
合

（
解
雇
制
限
）

第
十
六
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
期
間
は
解
雇
し
な
い
。
た
だ
し
、
労
基
法
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

業
務
上
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
休
業
す
る
期
間
及
び
そ
の
後
三
十
日
間

二

別
に
定
め
る
産
前
産
後
の
期
間
及
び
そ
の
後
三
十
日
間

（
解
雇
予
告
）

第
十
七
条

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
時
間
雇
用
教
職
員
を
解
雇
す
る
場
合
は
、
少
な
く
と
も
三
十
日
前
に
予
告
し
、
又
は
労
基
法
に
定
め
る
平
均
賃
金
（
以
下

「
平
均
賃
金
」
と
い
う

）
の
三
十
日
分
の
解
雇
予
告
手
当
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
天
災
事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と

。

な
っ
た
場
合
又
は
時
間
雇
用
教
職
員
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
づ
い
て
解
雇
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
由
に
つ
い
て
、
行
政
官
庁
の
承
認
を
受
け
た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

予
告
の
日
数
は
、
一
日
に
つ
い
て
平
均
賃
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
数
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

大
学
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
解
雇
予
告
が
さ
れ
た
日
か
ら
解
雇
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
解
雇
の
理
由
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
場
合
、

遅
滞
な
く
こ
れ
を
交
付
す
る
。
た
だ
し
、
解
雇
の
予
告
が
さ
れ
た
日
以
後
に
時
間
雇
用
教
職
員
が
当
該
解
雇
以
外
の
事
由
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を

交
付
し
な
い
。

（
債
務
の
返
還
）

第
十
八
条

退
職
し
た
者
又
は
解
雇
さ
れ
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
大
学
か
ら
貸
与
さ
れ
た
物
を
取
り
揃
え
て
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
職
等
後
の
責
務
）

第
十
九
条

退
職
し
た
者
又
は
解
雇
さ
れ
た
者
は
、
在
職
中
に
知
り
得
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
退
職
時
等
の
証
明
）

第
二
十
条

大
学
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
退
職
又
は
解
雇
に
当
た
り
、
退
職
証
明
書
の
交
付
を
請
求
し
た
場
合
、
遅
滞
な
く
こ
れ
を
交
付
す
る
。

２

前
項
の
証
明
書
に
記
載
す
る
事
項
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

雇
用
期
間

二

業
務
の
種
類

三

そ
の
事
業
に
お
け
る
地
位

四

給
与

五

退
職
の
事
由
（
解
雇
の
場
合
は
、
そ
の
理
由
）

３

証
明
書
に
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
な
い
事
項
は
記
載
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
三
章

給
与

（
給
与
の
支
払
）

第
二
十
一
条

給
与
の
支
払
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
号
。
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う

）
第
二
条
に
定

。

め
る
教
職
員
の
給
与
の
支
払
の
例
に
準
ず
る
。



（
給
与
の
種
類
）

第
二
十
二
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
給
与
は
、
基
本
給
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
及
び
夜
勤
手
当
と
す
る
。

（
基
本
給
）

第
二
十
三
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
基
本
給
は
、
時
間
給
と
す
る
。

（
時
間
給
の
決
定
）

、

、

、

。

第
二
十
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
時
間
給
は

別
表
第
一

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
別
に

次
の
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る

一

別
表
第
一
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
時
間
給
は
、
別
表
第
四
の
職
名
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
時
間
給
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
別
に
承

認
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
額
と
す
る
。

二

別
表
第
二
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
時
間
給
は
、
別
表
第
五
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
個
別
に
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
額
と
す
る
。

三

別
表
第
三
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
時
間
給
は
、
別
表
第
六
の
職
名
欄
の
区
分
に
対
応
す
る
時
間
給
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
給
与
の
計
算
期
間
及
び
給
与
の
支
給
日
）

第
二
十
五
条

給
与
の
計
算
期
間
は
、
支
払
月
の
前
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

給
与
の
支
給
日
は
、
給
与
規
程
第
九
条
に
定
め
る
教
職
員
の
給
与
の
支
給
日
の
例
に
準
ず
る
。

（
通
勤
手
当
）

第
二
十
六
条

契
約
期
間
が
一
月
以
上
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員
（
法
科
大
学
院
特
別
教
授
・
助
教
授
を
除
く

）
に
は
、
給
与
規
程
第
十
八
条
に
定
め
る
教
職
員

。

の
例
に
準
じ
て
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
殊
勤
務
手
当
）

第
二
十
七
条

時
間
雇
用
教
職
員
に
は
、
給
与
規
程
第
二
十
条
に
定
め
る
教
職
員
の
例
に
準
じ
て
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
地
勤
務
手
当
）

第
二
十
八
条

特
地
勤
務
手
当
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
特
地
勤
務
手
当
等
支
給
細
則
に
定
め
る
施
設
に
勤
務
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
に
、
教
職
員

の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
る
時
間
給
の
月
額
に
所
定
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
の
額
を
、
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
超
過
勤
務
手
当
及
び
夜
勤
手
当
）

第
二
十
九
条

時
間
雇
用
教
職
員
に
は
、
給
与
規
程
第
二
十
三
条
に
定
め
る
教
職
員
の
例
に
準
じ
て
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
教
職
員
の
所
定
の
勤
務
時
間
に
相
当
す
る
時
間
内
に
お
け
る
超
過
勤
務
に
つ
い
て
は
、
時
間
給
と
同
額
を
支
給
す
る
。

２

時
間
雇
用
教
職
員
に
は
、
給
与
規
程
第
二
十
五
条
に
定
め
る
教
職
員
の
例
に
準
じ
て
夜
勤
手
当
を
支
給
す
る
。

３

前
二
項
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
給
与
規
程
第
二
十
三
条
及
び
給
与
規
程
第
二
十
五
条
の
規
定
中
「
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
あ
た
り
の
給
与

額
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
者
に
支
給
さ
れ
る
時
間
給
額
」
と
読
み
替
え
る
。

、

第
四
章

服
務

（
誠
実
義
務
）

、

、

、

。

第
三
十
条

時
間
雇
用
教
職
員
は

職
務
上
の
責
任
を
自
覚
し

誠
実
に
か
つ
公
正
に
職
務
を
遂
行
す
る
と
と
も
に

大
学
の
発
展
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
職
務
専
念
義
務
）

第
三
十
一
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
勤
務
時
間
中
職
務
に
専
念
し
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
職
務
と
は
関
係
の
な
い
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
務
専
念
義
務
免
除
時
間
）

第
三
十
二
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
職
務
専
念
義
務
を
免
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
免
除
さ
れ
た
時
間
は
、
給
与
を
支

払
わ
な
い
。

一

六
月
を
超
え
る
期
間
有
害
業
務
に
従
事
す
る
者
が
、
勤
務
時
間
内
に
総
合
的
な
健
康
診
査
を
受
け
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
た
場
合

二

勤
務
時
間
内
に
組
合
交
渉
に
参
加
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
た
場
合

三

勤
務
時
間
内
に
過
半
数
代
表
者
と
し
て
協
議
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
た
場
合

２

前
項
各
号
の
承
認
手
続
は
、
就
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。



（
職
場
規
律
）

第
三
十
三
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
上
司
の
指
示
に
従
い
、
職
場
の
秩
序
を
保
持
し
、
互
い
に
協
力
し
て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
遵
守
事
項
）

第
三
十
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

み
だ
り
に
勤
務
を
欠
く
こ
と
。

二

職
場
の
内
外
を
問
わ
ず
、
大
学
の
信
用
を
傷
つ
け
、
そ
の
利
益
を
害
し
、
又
は
教
職
員
全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
。

三

職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
他
に
漏
ら
す
こ
と
。

四

職
務
や
地
位
を
私
的
利
用
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
。

五

大
学
の
敷
地
及
び
施
設
内
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
内
」
と
い
う

）
で
、
喧
騒
そ
の
他
の
秩
序
・
風
紀
を
乱
す
行
為
を
す
る
こ
と
。

。

六

大
学
の
許
可
な
く
、
学
内
で
集
会
、
掲
示
、
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

七

大
学
の
許
可
な
く
、
学
内
で
営
利
を
目
的
と
す
る
金
品
の
貸
借
を
し
、
又
は
物
品
の
売
買
等
を
行
う
こ
と
。

八

前
各
号
の
ほ
か
、
こ
れ
に
準
ず
る
よ
う
な
教
職
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
。

（
倫
理
）

第
三
十
五
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
遵
守
す
べ
き
職
務
に
係
る
倫
理
原
則
及
び
倫
理
の
保
持
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大

学
教
職
員
倫
理
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
一
号
）
を
準
用
す
る
。

（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
六
条

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
二
号
）
を
準
用
す
る
。

（
入
構
禁
止
又
は
退
出
）

第
三
十
七
条

時
間
雇
用
教
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
入
構
を
禁
止
し
、
又
は
退
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

一

職
場
の
風
紀
秩
序
を
み
だ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

二

火
器
、
凶
器
等
の
危
険
物
を
所
持
し
て
い
る
と
き
。

三

衛
生
上
有
害
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

そ
の
他
就
業
に
不
都
合
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
入
構
を
禁
止
さ
せ
ら
れ
た
と
き
は
欠
勤
、
所
定
の
終
業
時
刻
前
に
退
出
さ
せ
ら
れ
た
と
き
は
早
退
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
給
与

を
支
払
わ
な
い
。

第
五
章

勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等

（
勤
務
時
間
、
休
憩
時
間
）

第
三
十
八
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
勤
務
の
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
並
び
に
休
憩
時
間
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

始
業

午
前
九
時

二

終
業

午
後
四
時

三

休
憩

正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
個
別
に
定
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（
出
勤
簿
又
は
勤
務
表
）

第
三
十
九
条

始
業
時
ま
で
に
出
勤
し
た
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
直
ち
に
出
勤
簿
又
は
勤
務
表
に
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は

署
名
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
事
後
速
や
か
に
押
印
に
訂
正
す
る
も
の
と
す
る
。

（
休
日
）

第
四
十
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
休
日
は
、
四
週
間
に
四
日
を
下
回
ら
な
い
よ
う
に
個
別
に
定
め
る
。

（
事
業
場
外
の
勤
務
）

第
四
十
一
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
業
務
の
都
合
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
出
張
そ
の
他
事
業
場
外
で
の
勤
務
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
事
業
場



外
勤
務
」
と
い
う

）
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

。

２

事
業
場
外
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
帰
任
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
上
司
に
復
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

時
間
雇
用
教
職
員
が
、
事
業
場
外
勤
務
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勤
務
時
間
を
算
定
し
難
い
と
き
は
所
定
の
勤
務
時
間
を
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
す
。

た
だ
し
、
当
該
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
通
常
所
定
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
関
し
て
は
、
当

該
業
務
の
遂
行
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
時
間
又
は
労
基
法
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
労
使
協
定
で
定
め
る
時
間
を
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
時
間
外
・
深
夜
・
休
日
勤
務
）

第
四
十
二
条

業
務
の
都
合
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
第
三
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
外
勤
務
又
は
休
日
勤
務
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
労
基
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
を
超
え
る
勤
務
又
は
労
基
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
休
日
に
お
け
る
勤
務
に

つ
い
て
は
、
労
基
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
労
使
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
同
協
定
は
、
あ
ら
か
じ
め
行
政
官
庁
に
届
け
出
る
も
の
と
す

る
。

（
時
間
外
勤
務
の
休
憩
）

第
四
十
三
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
時
間
外
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
た
め
に
、
一
日
の
勤
務
時
間
が
八
時
間
を
超
え
る
と
き
は
、
所
定
の
勤
務
時
間
中
に
置
か
れ
る

休
憩
時
間
を
含
め
て
一
時
間
の
休
憩
時
間
を
与
え
る
。

（
災
害
時
の
勤
務
）

第
四
十
四
条

災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
よ
っ
て
、
臨
時
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
大
学
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
そ

の
必
要
の
限
度
に
お
い
て
労
基
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
労
働
時
間
を
超
え
る
勤
務
又
は
労
基
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
休
日
に
お
け
る
勤
務
を
命

ず
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
事
態
急
迫
の
た
め
に
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
る
暇
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
事
後
に
遅
滞
な
く
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
年
次
休
暇
）

第
四
十
五
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
有
給
の
年
次
休
暇
は
、
次
各
号
に
定
め
る
日
数
と
す
る
。

一

一
週
間
の
勤
務
日
が
五
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
、
一
週
間
の
勤
務
日
が
四
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
で
一
週
間
の
勤
務

時
間
が
三
十
時
間
で
あ
る
も
の
及
び
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
二
百
十
七
日
以
上
で

あ
る
も
の
が
、
雇
用
の
日
か
ら
六
月
間
継
続
勤
務
し
、
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
場
合

次
の
一
年
間
に
お
い
て
十
日

二

前
号
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
雇
用
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
、
継
続
勤
務
期
間
が
六
月
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
日
（
以
下
「
六
月

経
過
日
」
と
い
う

）
か
ら
起
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
一
年
間
の
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
場
合

次
の
一
年
間
に
お
い
て
、
十
日
に
、
次
の
表
の
上
欄

。

に
掲
げ
る
六
月
経
過
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
年
数
の
区
分
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
数
を
加
算
し
た
日
数
（
当
該
日
数
が
二
十
日
を
超
え
る
場

合
は
、
二
十
日
）

六
月
経
過
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
年
数

日
数

一
年

一
日

二
年

二
日

三
年

四
日

四
年

六
日

五
年

八
日

六
年
以
上

十
日



三

一
週
間
の
勤
務
日
が
四
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
（
一
週
間
の
勤
務
時
間
が
三
十
時
間
で
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員
を
除
く

）
及
び
週
以
外

。

の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
で
一
年
間
の
勤
務
日
が
四
十
八
日
以
上
二
百
十
六
日
以
下
で
あ
る
も
の
が
、
雇
用
の
日
か

ら
六
月
間
継
続
勤
務
し
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
、
又
は
雇
用
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
六
月
経
過
日
か
ら
起
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
一
年

間
の
全
勤
務
日
の
八
割
以
上
出
勤
し
た
場
合

次
の
一
年
間
に
お
い
て
、
次
の
表
の
一
週
間
又
は
一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
欄
の
区
分
に
応
じ
、
継
続
勤
務

期
間
の
項
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
日
数

一
週
間
又
は
一
年
間
の
勤
務
日
の
日
数

四
日

三
日

二
日

一
日

百
六
十
九
日
か
ら

百
二
十
一
日
か
ら

七
十
三
日
か
ら

四
十
八
日
か
ら

二
百
十
六
日
ま
で

百
六
十
八
日
ま
で

百
二
十
日
ま
で

七
十
二
日
ま
で

六
月

七
日

五
日

三
日

一
日

一
年
六
月

八
日

六
日

四
日

二
日

二
年
六
月

九
日

六
日

四
日

二
日

三
年
六
月

十
日

八
日

五
日

二
日

継
続
勤
務
期
間

四
年
六
月

十
二
日

九
日

六
日

三
日

五
年
六
月

十
三
日

十
日

六
日

三
日

六
年
六
月
以
上

十
五
日

十
一
日

七
日

三
日

２

前
項
の
全
勤
務
日
は
時
間
雇
用
教
職
員
の
勤
務
を
要
す
る
日
の
す
べ
て
を
い
う
も
の
と
し
、
出
勤
し
た
日
数
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
休
暇
の
期
間
及
び
職

務
専
念
義
務
免
除
時
間
は
、
こ
れ
を
出
勤
し
た
も
の
と
み
な
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

３

年
次
休
暇
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
の
請
求
し
た
時
季
に
与
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
時
間
雇
用
教
職
員
の
請
求
し
た
時
季
に
与
え
る
こ
と
が
業
務
の
正

常
な
運
営
に
支
障
を
生
ず
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
他
の
時
季
に
与
え
る
こ
と
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

４

年
次
休
暇
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
休
暇
簿
に
所
要
の
事
項
を
記
入
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や
む

を
得
な
い
事
由
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
を
付
し
て
事
後
に
お
い
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

年
次
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く

）
は
、
二
十
日
を
限
度
と
し
て
、
次
の
一
年
間
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。

。

６

年
次
休
暇
は
、
一
日
を
単
位
と
す
る
。

（
年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
）

第
四
十
六
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
に
対
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

二

証
人
、
鑑
定
人
、
参
考
人
等
と
し
て
国
会
、
裁
判
所
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
そ
の
他
官
公
署
へ
出
頭
す
る
場
合
で
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を



得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

三

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
又
は
交
通
機
関
の
事
故
等
（
以
下
本
号
に
お
い
て
「
災
害
等
」
と
い
う

）
に
よ
り
出
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

。

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

災
害
等
に
よ
り
勤
務
場
所
に
赴
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
状
態
と
な
っ
た
日
（
勤
務
中
若
し
く
は
勤
務

が
終
了
し
た
後
そ
の
日
に
当
該
状
態
と
な
っ
た
場
合
（
当
該
状
態
と
な
っ
た
後
そ
の
日
に
出
勤
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る

）
又
は
勤
務
時
間
が
定

。

め
ら
れ
て
い
な
い
日
若
し
く
は
全
日
に
わ
た
り
就
業
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
職
務
に
専
念
す
る
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
る
日
に
当
該
状
態
と
な
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
状
態
と
な
っ
た
翌
日
）
か
ら
連
続
す
る
三
日
の
範
囲
内
の
期
間

四

地
震
、
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
時
に
お
い
て
、
退
勤
途
上
に
お
け
る
身
体
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
（
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
以
上
の
契
約
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
又
は
六
月
以

上
継
続
勤
務
し
て
い
る
者
に
限
り
、
第
八
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
月
以
上
の
契
約
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
者
又
は
六
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い

、

。

、

、

る
者
で
あ
っ
て

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
を
超
え
る
者
に
限
る

た
だ
し

第
八
号
の
休
暇
を
取
得
で
き
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
制
限
に
つ
い
て
は

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
。
以
下
第
五
十
条
に
お
い
て
「
育
児･

介

護
休
業
法
」
と
い
う

）
に
よ
る
労
使
協
定
が
あ
る
場
合
に
限
る

）
に
対
し
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

。

。

一

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
女
性
の
時
間
雇
用
教
職
員
が
申
し
出
た
場
合

出
産
の
日
ま
で

の
申
し
出
た
期
間

二

女
性
の
時
間
雇
用
教
職
員
が
出
産
し
た
場
合

出
産
の
日
の
翌
日
か
ら
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
産
後
六
週
間
を
経
過
し
た
女
性
の
時
間
雇

用
教
職
員
が
就
業
を
申
し
出
た
場
合
に
お
い
て
医
師
が
支
障
が
な
い
と
認
め
た
業
務
に
就
く
期
間
を
除
く

）
。

三

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
そ
の
子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ

三
十
分
以
内
の
期
間
（
男
性
の
時
間
雇
用
教
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該
時
間
雇
用
教
職
員
以
外
の
親
が
、
当
該
時
間
雇
用
教
職
員
が
こ
の
号
の
休

暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当
す
る
休
暇
を
含
む

）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
基
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

。

り
同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
を
請
求
し
た
場
合
は
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご
と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を

超
え
な
い
期
間
）

四

女
性
の
時
間
雇
用
教
職
員
が
生
理
日
に
お
け
る
就
業
が
著
し
く
困
難
な
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間

五

職
務
上
の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

、

、

、

六

骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
液
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行
い

又
は
骨
髄
移
植
の
た
め
配
偶
者

父
母

子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
骨
髄
液
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い
必
要
な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得

な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間

所
定
勤
務
日
数
が
週
五
日
以
上
で
あ
り
、
一
週
間
に
お
け
る
所
定
の
勤
務
時
間
が
二
十
時
間
以
上
の
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養

七
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く

）

一
の
事
業
年
度

。

に
お
い
て
十
日
の
範
囲
内
の
期
間

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む

）
を
養
育
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
（
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か

八

。

か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う

）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
事
業
年
度
に
お
い
て
五
日
の
範
囲

。

内
の
期
間

３

前
二
項
の
休
暇
は
、
必
要
に
応
じ
て
一
日
、
一
時
間
又
は
一
分
を
単
位
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
一
日
を
単
位
と
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

年
次
休
暇
以
外
の
休
暇
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
教
職
員
の
例
に
準
じ
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

第
六
章

女
性

（
妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
の
就
業
制
限
等
）



第
四
十
七
条

妊
娠
中
の
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
及
び
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
（
以
下
「
妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
」
と

い
う

）
を
、
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
、
有
害
ガ
ス
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務
そ
の
他
妊
産
婦
で
あ
る
女
性
の
妊
娠
、
出
産
、
哺
育
等
に
有
害
な
業
務

。

に
就
か
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

２

妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
た
場
合
は
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
勤
務
、
ま
た
、
所
定
の
勤
務
時
間
以
外
の
勤

務
を
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
の
健
康
診
査
）

第
四
十
八
条

妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
条
に
規
定
す

る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
た
め
に
勤
務
し
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
承
認
さ
れ
た
時
間
は
、

給
与
を
支
払
わ
な
い
。

２

前
項
の
承
認
の
手
続
は
、
就
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
の
業
務
軽
減
等
）

第
四
十
九
条

妊
産
婦
で
あ
る
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
た
場
合
は
、
そ
の
者
の
業
務
を
軽
減
し
、
又
は
他
の
軽
易
な
業
務
に
就
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

妊
娠
中
の
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
業
務
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
適
宜
休
息
し
、
又
は
補
食
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
、
勤
務
を
し
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

３

妊
娠
中
の
女
性
時
間
雇
用
教
職
員
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に

影
響
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
所
定
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
一
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
で
勤
務
し
な
い
こ
と
を
承
認

す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
承
認
さ
れ
た
時
間
は
、
給
与
を
支
払
わ
な
い
。

４

前
二
項
の
承
認
の
手
続
は
、
就
業
規
則
の
適
用
を
受
け
る
教
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章

育
児
・
介
護
休
業
等

（
育
児
・
介
護
休
業
等
）

第
五
十
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
育
児
部
分
休
業
（
育
児
早
退
休
業
は
除
く

）
及
び
介
護
部
分
休
業
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

。

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
の
育
児
・
介
護
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
四
号
。
以
下
「
育
児
・
介
護
規
程
」
と
い
う

）
を
準

。

用
す
る
（
第
十
二
条
第
二
項
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
を
除
く

。
こ
の
場
合

。
）

に
お
い
て

「
教
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
時
間
雇
用
教
職
員
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
育
児
・
介
護
規
程
の
条
の
規
定
は
、
同
表

、

下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
章

賞
罰

（
表
彰
）

第
五
十
一
条

大
学
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
時
間
雇
用
教
職
員
を
表
彰
す
る
。

一

業
務
成
績
の
向
上
に
多
大
の
功
労
が
あ
っ
た
者

二

業
務
上
有
益
な
発
明
又
は
顕
著
な
改
良
を
し
た
者

三

災
害
又
は
事
故
の
際
、
特
別
の
功
労
が
あ
っ
た
者

四

業
務
上
の
犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
等
そ
の
功
労
が
顕
著
で
あ
っ
た
者

五

そ
の
他
特
に
教
職
員
の
模
範
と
し
て
推
奨
す
べ
き
実
績
が
あ
っ
た
者

（
懲
戒
）

第
五
十
二
条

時
間
雇
用
教
職
員
が
次
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
れ
に
対
し
次
の
各
号
に
定
め
る
区
分
に
応
じ
懲
戒
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

戒
告

そ
の
責
任
を
確
認
し
、
及
び
そ
の
将
来
を
戒
め
る
。

二

減
給

一
回
の
額
が
平
均
賃
金
の
一
日
分
の
半
額
、
か
つ
、
一
給
与
支
払
期
に
お
け
る
給
与
の
総
額
の
十
分
の
一
を
上
限
と
し
て
給
与
を
減
額
す
る
。

三

停
職

一
日
以
上
一
年
以
下
の
期
間
を
定
め
て
出
勤
を
停
止
し
、
職
務
に
従
事
さ
せ
ず
、
そ
の
間
の
給
与
は
支
給
し
な
い
。

四

諭
旨
解
雇

退
職
を
勧
告
し
、
こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
三
十
日
前
に
解
雇
を
予
告
す
る
。
予
告
し
な
い
と
き
は
、
平
均
賃
金
の
三
十
日
分
の
手
当



を
支
払
っ
て
解
雇
す
る
。
た
だ
し
、
予
告
の
日
数
は
、
一
日
に
つ
い
て
平
均
賃
金
を
支
払
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
日
数
を
短
縮
す
る
。

五

懲
戒
解
雇

行
政
官
庁
の
認
定
を
受
け
て
、
即
時
に
解
雇
す
る
。

（
懲
戒
の
事
由
及
び
手
続
）

第
五
十
三
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
懲
戒
の
事
由
及
び
懲
戒
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
懲
戒
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
六

号
。
以
下
「
懲
戒
規
程
」
と
い
う

）
を
準
用
す
る
。

。

（
訓
告
等
）

第
五
十
四
条

第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
の
必
要
が
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
服
務
を
厳
正
に
し
、
規
律
を
保
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
訓
告
、
厳

重
注
意
、
注
意
を
行
う
。

（
損
害
賠
償
）

第
五
十
五
条

時
間
雇
用
教
職
員
が
故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
っ
て
大
学
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
第
五
十
二
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
等
を

行
う
ほ
か
、
そ
の
損
害
の
全
部
又
は
一
部
を
賠
償
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

安
全
衛
生

（
協
力
義
務
）

第
五
十
六
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
安
全
、
衛
生
及
び
健
康
確
保
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び
そ
の
他
の
関
係

法
令
の
ほ
か
、
大
学
の
指
示
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
大
学
が
行
う
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
措
置
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
衛
生
管
理
）

第
五
十
七
条

大
学
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
の
健
康
増
進
と
危
険
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
安
全
衛
生
教
育
）

第
五
十
八
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
大
学
が
行
う
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
教
育
又
は
訓
練
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
災
害
時
の
措
置
）

第
五
十
九
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
火
災
そ
の
他
非
常
災
害
の
発
生
を
発
見
し
、
又
は
そ
の
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
緊
急
の
措
置
を

と
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
上
司
に
連
絡
し
て
、
そ
の
指
示
に
従
い
、
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
遵
守
事
項
）

第
六
十
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

安
全
及
び
衛
生
に
つ
い
て
上
司
の
命
令
、
指
示
等
を
守
り
、
実
行
す
る
こ
と
。

二

常
に
職
場
の
整
理
、
整
頓
、
清
潔
に
努
め
、
災
害
防
止
と
衛
生
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

三

安
全
衛
生
装
置
、
消
火
設
備
、
衛
生
設
備
、
そ
の
他
危
険
防
止
等
の
た
め
の
諸
施
設
を
み
だ
り
に
動
か
し
、
又
は
許
可
な
く
当
該
地
域
に
は
立
ち
入
ら
な

い
こ
と
。

（
就
業
の
禁
止
）

第
六
十
一
条

時
間
雇
用
教
職
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
就
業
を
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。
就
業
を
禁
止
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
に
つ
い

て
給
与
を
支
払
わ
な
い
。

一

伝
染
の
お
そ
れ
の
あ
る
病
人
、
保
菌
者
及
び
保
菌
の
お
そ
れ
の
あ
る
者

二

労
働
の
た
め
病
勢
が
悪
化
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

三

前
二
号
に
準
ず
る
者

第
十
章

出
張

（
出
張
）

第
六
十
二
条

業
務
上
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
に
出
張
を
命
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

２

出
張
を
命
じ
ら
れ
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
出
張
を
終
え
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
費
）

、

（

）

。

第
六
十
三
条

前
条
の
出
張
に
要
す
る
旅
費
に
つ
い
て
は

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
旅
費
規
程

平
成
十
六
年
達
示
第
九
十
三
号

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る



第
十
一
章

災
害
補
償

（
業
務
上
の
災
害
補
償
）

第
六
十
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
業
務
災
害
（
業
務
上
の
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
）
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
労
基
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
次
条
に
お
い
て
「
労
災
法
」
と
い
う

）
及
び
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
災
害
補
償
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
災
害
補
償
規
程
」

。

と
い
う

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

。

（
通
勤
途
上
災
害
）

第
六
十
五
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
通
勤
途
上
に
お
け
る
災
害
（
通
勤
に
よ
る
負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
）
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
労
災
法
及
び
災
害
補
償

規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
二
章

発
明

（
発
明
）

第
六
十
六
条

時
間
雇
用
教
職
員
の
発
明
（
特
許
権
、
実
用
新
案
権
及
び
意
匠
権
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
発
明
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
九
十

六
号
）
に
よ
る
。

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に
時
間
雇
用
教
職
員
と
し
て
雇
用
す
る
者
の
う
ち
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
に
時
間
雇
用
教
職
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

改
正
後
の
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
し
た
行
為
に
よ
り
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。



別表第一

職 種 資格・職務能力 職 務 内 容 その他の事項雇用年齢上限

事務補佐員 当該業務の遂行能力がある者 事務の補佐業務に従事 満６０歳 ・当該雇用経費の趣旨に添った雇

技術補佐員 技術に関する職務の補佐 (ただし、大 用に限る

業務に従事 学が特に認め ・学生は、原則として週２０時間

た場合は、こ 以内の勤務

医療技術補佐員 医療技術に関する職務の の限

補佐業務に従事 りでない ）。

看護技術補佐員 看護技術に関する職務の

補佐業務に従事

技能補佐員 技能に関する職務の補佐

業務に従事

教務補佐員 教務に関する職務の補佐

業務に従事

労務補佐員 労務作業に従事 満６３歳

(ただし、大

学が特に認め

た場合は、こ

の限りでな

い ）。

技術補佐員(研究支 当該研究プロジェクトに 満６０歳 ・当該研究支援推進経費にて雇用

援推進員) 係る特殊な技能や熟練し (ただし、大 される場合に限る

技能補佐員(研究支 た技術を必要とする研究 学が特に認め ・学生、研究生等を除く

援推進員) 支援業務に従事 た場合は、こ ・選考基準は当該部局が定める

の限りでな

い ）。

別表第二

職 種 資格・職務能力 職 務 内 容 その他の事項雇用年齢上限

医師 当該医師又は歯科医師としての業 診療業務 満６３歳 ・当該業務遂行にあたり配分の受

歯科医師 務の遂行能力がある者 (ただし、大 けた雇用経費にて雇用される場合

学が特に認め に限る

た場合は、こ

の限りでな

寄附講座教員 当該講座又は研究部門教員として 当該講座又は研究部門に い ） ・当該講座又は研究部門の継続し。

寄附研究部門教員 の業務の遂行能力がある者 おける教育研究に従事す ている間、雇用可能

るほか、本学の定めによ ・当該寄附講座又は寄附研究部門

り教育研究に支障のない の設置に係る寄附金にて雇用され

範囲内でその他の授業又 る場合に限る

は研究指導を担当する ・選考方法、選考基準は当該講

座・研究部門を置く部局が定める

研究員(科学技術振 次の各要件をすべて満たす者 当該プログラムに係る研 ・当該プログラムの継続している

興) ・１３文科科第４４号通知の各別 究又は教育に従事 間、雇用可能

表における教授・助教授等の教 ・当該科学技術振興調整費の

員、主任研究員又は研究員として （目）科学技術総合研究委託費に

雇用される者であること て雇用される場合に限る

・当該研究又は教育の遂行上必要 ・学生、研究生等を除く

な能力を有すると研究代表者等の

所属する部局の長が認めた者

・博士の学位を取得した者、博士

の学位取得が確実な者又は博士の

学位を取得した者に相当する能力

を有すると研究代表者等の所属す



る部局の長が認めた者

産学官連携研究員 次の各要件をすべて満たす者 当該共同研究・受託研究 ・当該共同研究・受託研究のの継

・当該共同研究・受託研究の遂行 に従事 続 している間、雇用可能

上必要な能力を有すると研究代表 ・当該共同研究・受託研究の受入

者等の所属する部局の長が認めた 資金にて雇用される場合に限る

者 ・学生、研究生等を除く

・原則として他の職に就いていな

い者

研究員(ＣＯＥ) 次の各要件をすべて満たす者 当該プロジェクトに係る ・当該プロジェクトの継続してい

・当該研究の遂行上必要な能力を 研究に従事 る間、雇用可能

有すると拠点リーダー、研究代表 ・当該研究拠点形成費補助金（研

者又は研究担当者等の所属する部 究拠点形成費）にて雇用される場

局の長が認めた者 合に限る

・博士の学位を取得した者、博士 ・学生、研究生等を除く

研究員(科学研究) の学位取得が確実な者又は博士の ・当該プロジェクトの継続してい

学位を取得した者に相当する能力 る間、雇用可能

を有すると拠点リーダー、研究代 ・当該科学研究費補助金の直接経

表者又は研究担当者等の所属する 費にて雇用される場合に限る

部局の長が認めた者 ・学生、研究生等を除く

研究員(学術研究奨 ・原則として他の職に就いていな ・当該寄附金にて雇用される場合

励) い者 に限る

・寄附講座・寄附研究部門に係る

ものは除く

・学生、研究生等を除く

研究員（特別教育 ・当該プロジェクトの継続してい

研究） る間、雇用可能

・当該特別教育研究経費にて雇用

される場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員（改革推 ・当該プロジェクトの継続してい

進） る間、雇用可能

・当該大学改革推進経費にて雇用

される場合に限る

・学生、研究生等を除く

研究員(学術支援) 競争的資金に係る研究の ・間接経費にて雇用される場合に

応用等に関する研究に従 限る

事 ・学生、研究生等を除く

研究員(プロジェク 当該プロジェクト等に係 ・前各項に掲げるもののほか，総

ト名等) る研究に従事 長が認めるもの

・プロジェクト名等は，当該プロ

ジェクト等の内容を示す名称とし

て総長が定める

・当該研究がプロジェクトである

場合は，当該プロジェクトの継続

している間、雇用可能

・当該プロジェクト等経費にて雇

用される場合に限る

・学生、研究生等を除く



別表第三

職 種 資格・職務能力 職 務 内 容 その他の事項雇用年齢上限

講師 当該授業担当の遂行上必要な能力 ・カリキュラムにおける 特に無し ・当該業務遂行にあたり配分の受

を有する者又は学生の研究指導能 授業を担当する けた雇用経費にて雇用される場合

力がある者 ・学生の研究指導を行う に限る

講師(研究機関研究 次の各要件をすべて満たす者 当該研究プロジェクトを 満６３歳 ・当該非常勤研究員経費､｢大学院

員) ・博士の学位を取得した者又は博 推進するため、一定の職 (ただし、大 教育充実支援経費｣(ベンチャー・

講師(中核的研究機 士の学位取得が確実な者 （人 務を分担し研究に従事 学が特に認め ビジネス・ラボラトリー経費)又は。

関研究員) 文・社会科学の分野にあっては、 た場合は、こ 研究拠点形成費補助金(研究拠点形

博士の学位を取得した者に相当す の限りでな 成費)にて雇用される場合に限る

る能力を有すると認められた者を い ） ・研究拠点形成費補助金（研究拠。

含む ） 点形成費）にて雇用される場合。

・他に常勤の職等に就いていない は、大学が特に認めた場合に限

者 る。

・大学院生、研究生、教育、研究

指導を受けている者は除く

・採用の選考は、当該部局が定め

る選考基準に基づき、当該部局に

おける人事選考の会議を経て行う

・任用の通算期間は原則として２

年とする。ただし、やむをえない

場合であっても３年を限度とする

・勤務時間は１週間あたり２０時

間を越えない範囲

ティーチング・ア 大学院に在籍する優秀な学生 学部学生、修士課程学生 ─── ・当該ティーチング・アシスタン

シスタント に対し、教育的効果を高 ト経費、研究拠点形成費補助金(研

めるため、実験、実習、 究拠点形成費)又は大学改革推進経

演習等の教育補助業務に 費にて雇用される場合に限る

あたる ・選考基準は当該研究科が定める

・勤務時間は月４０時間(週１０時

間程度)以内

リサーチ・アシス 将来、研究者となる意欲と優れた 研究プロジェクト等を効 ─── ・当該リサーチ・アシスタント経

タント 能力を有する大学院博士後期課程 果的に推進するため、研 費、研究拠点形成費補助金（研究

に在学する学生 究補助者として従事し、 拠点形成費）又は大学改革推進経

当該研究活動に必要な補 費にて雇用される場合に限る

助業務を行う ・選考基準は当該部局が定める

・１人あたりの採用時間は、週２

０時間程度を上限とし、通算２０

０時間程度以上を標準とする（年

度途中採用者の通算時間数は前任

者と通算）

法科大学院特別教 法科大学院において実務基礎教育 法科大学院（法学研究科 ・任期については、法科大学院の

授 を実施するため特に必要となる高 法曹養成専攻）における 定めによる

法科大学院特別助 度専門職業人 教授又は助教授の職務に

教授 従事



別表第四

職 名 時 間 給

事務補佐員 Ａ ９００円

技術補佐員，技術補佐員（研究支援推進員） Ｂ １，０００円

技能補佐員，技能補佐員（研究支援推進員） Ｃ １，１００円

労務補佐員 Ｄ １，２００円

医療技術補佐員 Ａ ９００円

Ｂ １，０００円

Ｃ １，１００円

Ｄ １，２００円

Ｅ １，３００円

Ｆ １，４００円

Ｇ １，５００円

Ｈ １，６００円

Ｉ １，７００円

看護医療技術補佐員 Ａ １，０００円

Ｂ １，１００円

Ｃ １，２００円

Ｄ １，３００円

Ｅ １，４００円

Ｆ １，５００円

Ｇ １，６００円

Ｈ １，７００円

Ｉ １，８００円

Ｊ １，９００円

Ｋ ２，０００円

Ｌ ２，１００円

Ｍ ２，２００円

Ｎ ２，３００円

教務補佐員 Ａ １，０００円

Ｂ １，２００円

Ｃ １，４００円

Ｄ １，６００円

Ｅ １，８００円

※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等により単価を決定するものとする。

別表第五

職 名 時 間 給

医師，歯科医師 Ａ １，３００円

寄附講座教員，寄附研究部門教員 Ｂ １，５００円

研究員（科学技術振興） Ｃ １，７００円

産学官連携研究員 Ｄ １，９００円

研究員（ＣＯＥ） Ｅ ２，１００円

研究員（科学研究） Ｆ ２，３００円

研究員（学術研究奨励） Ｇ ２，５００円

研究員（特別教育研究） Ｈ ２，７００円

研究員（改革推進） Ｉ ２，９００円

研究員（学術支援） Ｊ ３，１００円

研究員（プロジェクト名等） Ｋ ３，３００円

Ｌ ３，５００円

Ｍ ３，７００円

Ｎ ３，９００円

※ 雇用する者の経験及び就かせる業務の内容等により単価を決定するものとする。



別表第六

職 名 時 間 給 額

講師 学外者 (時間給)

大学卒（新大卒）後の経験年数が20年以上 5,660円

大学卒（新大卒）後の経験年数が9年以上20年未満 4,420円

大学卒（新大卒）後の経験年数が9年未満 3,440円

講師(研究機関研究員) (時間給) 3,900円

講師(中核的研究機関研究員)

ﾃｨｰﾁﾝｸﾞ･ｱｼｽﾀﾝﾄ 修士課程学生(時間給) 1,200円

ﾘｻｰﾁ･ｱｼｽﾀﾝﾄ 博士後期課程学生(医学研究科においては、博士課程学生を含む)(時間給)1,400円

法科大学院特別教授 法科大学院特別教授（時間給） 6,250円

法科大学院特別助教授 法科大学院特別助教授（時間給） 3,750円



別
表
第
七

育
児
・
介
護
規
程
の
規
定

適
用
す
る
規
定

第
三
条

第
三
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
当
該
時
間
雇
用
教
職
員
の
一
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
大
学
に
申
し
出
る
こ
と

に
よ
り
、
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
ま
で
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
子
に
つ
い
て
、
既
に
育
児
休

業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
任
期
又
は
期
間

を
付
し
て
雇
用
さ
れ
る
者
が
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
任
期
又
は
期
間
の
終
了
後
、
任
期
又
は
期
間
の
更

新
に
伴
い
、
そ
の
初
日
か
ら
引
き
続
き
申
し
出
る
場
合
を
除
く

。
。
）

２

前
項
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

育
児
休
業
を
し
て
い
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
第
十
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休

業
が
終
了
し
た
後
、
同
号
に
規
定
す
る
産
前
の
休
暇
又
は
産
後
の
休
暇
に
係
る
子
が
死
亡
し
、
又
は
養
子
縁
組
等
に
よ
り
教

職
員
と
別
居
し
た
と
き
。

二

育
児
休
業
を
し
て
い
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休

業
が
終
了
し
た
後
、
同
号
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
子
が
死
亡
し
、
又
は
養
子
縁
組
等
に
よ
り
時
間
雇
用
教
職
員
と
別
居
し

た
と
き
。

三

育
児
休
業
を
し
て
い
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
第
十
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
育
児
休

業
が
終
了
し
た
後
、
同
号
に
規
定
す
る
申
出
に
係
る
要
介
護
者
が
死
亡
し
、
又
は
離
婚
、
婚
姻
の
取
消
、
離
縁
等
に
よ
り
教

職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
と
き
。

四

育
児
休
業
の
申
出
の
際
、
両
親
が
育
児
休
業
等
に
よ
り
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
育
児
休
業
計
画
書
に
よ
り

大
学
に
申
し
出
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
当
該
申
出
に
係
る
育
児
休
業
を
し
、
当
該
育
児
休
業
の
終
了
後
、
当
該
時
間
雇
用
教

職
員
の
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
（
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お
い
て
「
配
偶
者
」
と
い
う

）
が
三

。

月
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
当
該
子
を
常
態
と
し
て
養
育
し
た
と
き
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
子
に
つ

い
て
既
に
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
場
合
を
除
く

。
。
）

五

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了
時
に
予
測
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
再
度
の
育
児
休
業
を
し
な
け

れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支
障
を
生
じ
る
と
き
。

３

第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
そ
の
養
育
す
る
一
歳
か
ら
一
歳
六
ヶ
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
に
つ

い
て
、
時
間
雇
用
教
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
大
学
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
配

偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第

五
号
に
該
当
し
な
い
も
の
に
限
り
、
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
申
出
に
関
す
る
事
項
は
、
第
五
条
か
ら
第
八
条

及
び
第
十
条
の
規
定
を
準
用
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

「
三
歳
」
と
あ
る
の
は
「
一
歳
六
ヶ
月
」
と

「
一
月
」
と
あ
る
の
は

、

、

「
二
週
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
に
お
け
る
保
育
の
実
施
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
が
一

歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
当
該
申
出
に
係
る
子
の
養
育
を
行
っ
て
い
る
配
偶
者
で
あ
っ
て
当
該
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
後
の
期
間
に
つ

い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
の
養
育
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ

死
亡
し
た
と
き
。

ロ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に

な
っ
た
と
き
。

ハ

婚
姻
の
解
消
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
配
偶
者
が
当
該
申
出
に
係
る
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。



ニ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過

し
な
い
と
き
。

第
四
条

第
四
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
一
（
た
だ
し
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
育

児
・
介
護
休
業
法
第
六
条
第
一
項
に
よ
る
労
使
協
定
が
あ
る
場
合
に
限
る

）
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
育
児
休
業
を

。

す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

一

育
児
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
一
年
以
内
に
退
職
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
間
雇
用
教
職
員

二

育
児
休
業
に
よ
り
養
育
し
よ
う
と
す
る
子
を
時
間
雇
用
教
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
常
態
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
雇
用
教
職
員

三

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

四

育
児
休
業
に
よ
り
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
労
働
契
約
の
期
間
が
満
了

し
、
か
つ
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員

五

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

、

。

２

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
常
態
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は

次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
と
す
る

一

職
業
に
就
い
て
い
な
い
こ
と
（
育
児
休
業
そ
の
他
の
休
業
に
よ
り
就
業
し
て
い
な
い
場
合
及
び
一
週
間
の
就
業
日
数
が
二

日
以
下
の
場
合
を
含
む

。
。
）

二

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態

に
な
い
こ
と
。

三

出
産
予
定
日
の
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
又
は
産
後
八
週
間
以
内
で
な
い
こ
と
。

四

育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
。

第
八
条

第
八
条

育
児
休
業
の
申
出
を
し
た
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ
た
日
（
第
五
条
第
二
項
、
同
条
第
三

項
又
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
指
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
大
学
の
指
定
し
た
日
、
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
開
始
予
定
日
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
変
更
後
の
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ

た
日
。
第
三
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ

）
の
前
日
ま
で
に
所
定
の
申
出
書
を
大
学
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業

。

の
申
出
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
よ
り
育
児
休
業
の
申
出
を
撤
回
し
た
場
合
、
当
該
育
児
休
業
の
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
場
合
を
除
き
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
休
業
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き
。

二

配
偶
者
が
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
な
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

三

婚
姻
の
解
消
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
配
偶
者
が
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
と
同
居
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

３

育
児
休
業
の
申
出
が
な
さ
れ
た
後
、
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で
に
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
当
該
育
児
休
業
の
申
出
は
、
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
つ
い
て
は
、
育
児
・
介
護
休
業

法
に
よ
る
労
使
協
定
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
大
学
に
対
し
て
当
該
事
由
が
生
じ
た

旨
を
遅
滞
な
く
届
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
と
き
。

二

育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
が
養
子
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
離
縁
又
は
養
子
縁
組
の
取
消
が
あ
っ
た
と
き
。

三

育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
が
養
子
と
な
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
申
出
を
し
た
時
間
雇
用
教
職
員

と
当
該
子
と
が
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。



四

育
児
休
業
申
出
を
し
た
時
間
雇
用
教
職
員
が
、
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
当
該
育
児

休
業
申
出
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

。

五

時
間
雇
用
教
職
員
以
外
の
育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
の
親
が
常
態
と
し
て
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

第
十
条

第
十
条

育
児
休
業
期
間
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
情
が
生
じ
た
日

（
第
八
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
で
あ
っ
て
大
学
の
指
定
し
た

日
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
前
日
）
に
終
了
す
る
。

一

第
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
。

二

育
児
休
業
申
出
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
と
き
。

三

育
児
休
業
を
し
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
に
つ
い
て
産
前
の
休
暇
又
は
産
後
の
休
暇
が
開
始
さ
れ
た
と
き
。

四

育
児
休
業
を
し
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
が
開
始
さ

れ
た
と
き
。

。

五

育
児
休
業
を
し
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
に
つ
い
て
新
た
に
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
介
護
休
業
が
開
始
さ
れ
た
と
き

２

育
児
休
業
を
し
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
第
八
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
そ
の

旨
を
大
学
に
届
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
五
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
条

第
十
六
条

次
の
各
号
の
一
（
労
使
協
定
が
あ
る
場
合
に
限
る

）
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
育
児
部
分
休
業
を
す
る
こ

。

と
が
で
き
な
い
。

一

育
児
部
分
休
業
に
よ
り
養
育
し
よ
う
と
す
る
子
に
つ
い
て
、
配
偶
者
が
育
児
・
介
護
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
育
児

休
業
を
し
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員

二

前
号
に
掲
げ
る
時
間
雇
用
教
職
員
の
ほ
か
、
育
児
部
分
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
時
間
に
お
い
て
、
育
児
部
分
休
業
に
よ
り

養
育
し
よ
う
と
す
る
子
を
時
間
雇
用
教
職
員
以
外
の
当
該
子
の
親
が
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
時
間
雇

用
教
職
員

三

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

四

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

第
十
七
条

第
十
七
条

育
児
部
分
休
業
は
、
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
（
以
下
「
時
間
雇
用

教
職
員
就
業
規

則
」
と
い
う

）
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
り
に
お
い
て
、
一
日
を
通
じ
て
二
時
間
（
時
間

。

雇
用
教
職
員
就
業
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
保
育
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
時
間
雇
用
教
職
員
に
つ
い
て

は
、
二
時
間
か
ら
当
該
保
育
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
時
間
雇
用
教
職
員
の
託
児
の
態
様
、
通
勤
の
状

況
等
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
時
間
に
つ
い
て
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

第
十
九
条

育
児
部
分
休
業
に
よ
り
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則

第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
時
間
給
を
減
額
す
る
。

第
二
十
二
条

第
二
十
二
条

前
条
の
請
求
は
、
時
間
雇
用
教
職
員
以
外
の
当
該
請
求
に
係
る
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

職
業
に
就
い
て
い
な
い
者
（
育
児
休
業
そ
の
他
の
休
業
に
よ
り
就
業
し
て
い
な
い
者
及
び
一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二

日
以
下
の
者
を
含
む

）
で
あ
る
こ
と
。

。



二

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
請
求
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る

者
で
な
い
こ
と
。

三

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過
し

な
い
者
で
な
い
こ
と
。

四

請
求
に
係
る
子
と
同
居
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

、

、

。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か

前
条
の
請
求
は

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

一

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

二

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

第
二
十
七
条

第
二
十
七
条

前
条
の
請
求
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

当
該
請
求
に
係
る
深
夜
に
お
い
て
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
子
の
十
六
歳
以
上
の
同
居
の

家
族
（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
号
の
家
族
を
い

う
。
以
下
同
じ

）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
が
い
る
場
合
の
当
該
時
間
雇
用
教
職
員

。

イ

深
夜
に
お
い
て
就
業
し
て
い
な
い
者
（
深
夜
に
お
け
る
就
業
日
数
が
一
月
に
つ
い
て
三
日
以
下
の
者
を
含
む

）
で
あ

。

る
こ
と
。

ロ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
請
求
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ

る
者
で
な
い
こ
と
。

ハ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過

し
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

二

正
規
の
勤
務
時
間
の
全
部
が
深
夜
に
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員

三

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

四

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

第
三
十
一
条

第
三
十
一
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た

り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う

）
を
介
護
す
る
た
め
に
、
大
学
に
申
し
出
る
こ
と

。

に
よ
り
、
介
護
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
（
第
四
号
に
つ
い
て
は
、
育
児
・
介
護
休
業
法
第
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
労
使
協
定
が
あ
る
場
合
に
限
る

）
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で

。

き
な
い
。

一

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

二

介
護
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
九
十
三
日
以
内
に
退
職
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
間
雇
用
教
職
員

三

介
護
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
契
約
期

間
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員

四

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

２

前
項
の
要
介
護
者
の
対
象
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

一

同
居
・
別
居
を
問
わ
な
い

イ

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

）
。

ロ

父
母

ハ

子

ニ

配
偶
者
の
父
母

二

同
居
を
条
件
と
す
る



イ

祖
父
母
、
又
は

ロ

孫

ハ

兄
弟
姉
妹

ニ

父
母
の
配
偶
者

ホ

配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者

ヘ

子
の
配
偶
者

ト

配
偶
者
の
子

、

（

「

」

第
三
十
五
条

第
三
十
五
条

介
護
休
業
を
申
し
出
た
時
間
雇
用
教
職
員
が

介
護
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

以
下

介
護
休
業
期
間

と
い
う

）
は
、
要
介
護
者
一
人
に
つ
き
、
九
十
三
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
の
次
に
掲
げ
る
日
数
を
合

。

算
し
た
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
の
期
間
を
限
度
と
す
る
。
た
だ
し
、
要
介
護
者
の
各
々
が
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
一
回

と
す
る
。

一

介
護
休
業
を
し
た
日
数

二

育
児
・
介
護
規
程
第
四
十
条
に
規
定
す
る
介
護
部
分
休
業
を
し
た
日
数

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
締
結
す
る
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
を
介
護
休
業
終
了
予
定
日
と
す
る
介
護
休
業
を
し
て
い
る

時
間
雇
用
教
職
員
が
、
当
該
介
護
休
業
に
係
る
要
介
護
者
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
に
伴
い
、
当
該
更
新
後
の
期
間

の
初
日
を
介
護
休
業
開
始
予
定
日
と
す
る
介
護
休
業
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
三
十
八
条

第
三
十
八
条

介
護
休
業
に
よ
り
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
時
間
雇
用
教
職
員
就
業
規
則
第

二
十
三
条
に
規
定
す
る
時
間
給
を
減
額
す
る
。

第
四
十
条

第
四
十
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
、
大
学
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一

部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
（
以
下
「
介
護
部
分
休
業
」
と
い
う

）
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
（
労
使
協
定

。

が
あ
る
場
合
に
限
る

）
に
該
当
す
る
教
職
員
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

。

一

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

二

介
護
部
分
休
業
申
出
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
九
十
三
日
以
内
に
退
職
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
時
間
雇
用
教
職
員

三

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

第
四
十
一
条

第
四
十
一
条

介
護
部
分
休
業
が
で
き
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

介
護
休
業
も
取
得
す
る
場
合

介
護
休
業
と
併
せ
て
要
介
護
者
一
人
に
つ
き
、
通
算
九
十
三
日
の
期
間
。
た
だ
し
、
要
介

護
者
の
各
々
が
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
一
回
と
す
る
。

二

介
護
部
分
休
業
だ
け
の
場
合

要
介
護
者
一
人
に
つ
き
、
通
算
九
十
三
日
の
期
間
。
た
だ
し
、
要
介
護
者
の
各
々
が
一
の

継
続
す
る
状
態
ご
と
に
一
回
と
す
る
。

２

介
護
部
分
休
業
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時
間
の
範
囲
内
で
、

必
要
と
さ
れ
る
時
間
に
つ
い
て
一
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条

第
四
十
四
条

時
間
雇
用
教
職
員
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
、
大
学
に
請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
限
時
間
を
超
え
て

時
間
外
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は
時
間
外
勤
務
の
制
限
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。



一

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

二

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員

、

、

。

第
四
十
九
条

第
四
十
九
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
時
間
雇
用
教
職
員
は

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

一

当
該
請
求
に
係
る
深
夜
に
お
い
て
、
常
態
と
し
て
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
要
介
護
者
の
十
六
歳

以
上
の
同
居
の
家
族
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
が
い
る
場
合
の
当
該
時
間
雇
用
教
職
員

イ

深
夜
に
お
い
て
就
業
し
て
い
な
い
者
（
深
夜
に
お
け
る
就
業
日
数
が
一
月
に
つ
い
て
三
日
以
下
の
者
を
含
む

）
で
あ

。

る
こ
と
。

ロ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
、
請
求
に
係
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
こ
と
が
困
難
な
状

態
に
あ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ハ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
か
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過

し
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

ニ

正
規
の
勤
務
時
間
の
全
部
が
深
夜
に
あ
る
時
間
雇
用
教
職
員

三

大
学
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
時
間
雇
用
教
職
員

四

一
週
間
の
所
定
勤
務
日
数
が
二
日
以
下
の
時
間
雇
用
教
職
員


